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１ 審議会要旨  

  （１）開催日時  令和３年（２０２１年）１２月１日（水）午後２時から４時まで 

  （２）開催場所  宝塚市役所（３階）３－３会議室及び各委員所属場所等  

 

  （３）出席委員等  

         本日の出席委員は、２０人中１７人（内オンライン参加１５人）で、次のとおり。  

〔会議室参集〕  

林委員、岡本委員（代理小田地域交通官） 

〔オンライン参加〕  

島田委員、くわはら委員、池田委員、寺本委員、西井委員、秋山委員、横山委員、

山本委員、田中大志朗委員、新谷委員、古川委員、澤木委員、齋藤委員、青木委員、

長野委員  

         定足数である委員の２分の１以上の出席があったので、宝塚市都市計画審議会条例

第６条第２項の規定に基づき会議は成立した。  

宝塚市都市計画審議会の運営に関する規程第５条第１項の規定に基づき、本日の議

題に係る会議は公開であることを確認した。  

 

  （４）会議の内容  

ア 西井会長は、議事録署名委員として、１１番山本委員及び１２番田中大志朗委員を指

名した。  

  イ 次の議題について審議を行った。  

議題第１号 阪神間都市計画生産緑地地区の変更について     （諮 問） 

議題第２号 特定生産緑地の指定について           （意見聴取） 

議題第３号 阪神間都市計画地区計画の変更（宝塚山手台地区）について 

（事前説明） 

 

 

２ 会議要旨  

（１）  議題第１号  

 

 

市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【議題第１号「阪神間都市計画生産緑地地区の変更について」】 

 

（説明の開始）  

議題第１号「阪神間都市計画生産緑地地区の変更について」説明します。  

 

まず、生産緑地地区の制度について簡単に説明します。  

生産緑地地区とは、市街化区域内の農地等で、緑地機能に着目し、公害または災

害の防止、道路・公園など公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているも

の、農林漁業と調和した都市環境の保全に役立つ農地等を計画的に保全し、良好な

都市環境の形成を図る都市計画の制度です。 

 

次に、生産緑地地区に指定するための要件を説明します。  

１．現に農業の用に供されていること  

２．都市環境の保全等、良好な生活環境の形成に相当の効用があり、公共施設な

どの敷地に供する土地として適していること  

３．一団の農地の面積が３００㎡以上であること（この場合、隣接する他の人の
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農地と合わせても可能になります。）  

この面積３００㎡以上の要件につきましては、以前は５００㎡であったものを、

宝塚市条例を制定し、平成３１年４月１日付にて施行したものです。  

４．農業の継続が可能であること  

以上４つの指定要件があります。  

 

次に、生産緑地を解除する、買取りの申出制度について説明します。  

生産緑地は、一旦指定されると本人の都合により廃止することは出来ませんが、

買取りの申出制度があり、次の２つの要件のいずれかに該当する場合に限り、市長

に買取りの申出をすることが出来ます。  

１つ目は、生産緑地に指定されてから３０年が経過した場合です。この要件につ

きましては、宝塚市は平成４年１０月に最初の生産緑地を指定していますので、令

和４年１０月から発生します。  

２つ目は、３０年が経過しない場合でも、農業の主たる従事者の死亡や、農業に

従事することが不可能となる故障が生じた場合です。この故障とは、心身の病や高

齢による運動能力の低下を言い、市長の認定が必要となります。  

この買取りの申出の日から３ヵ月以内に買取りがなされなかった場合は、３０年

間の営農義務や建築制限、宅地の造成などの生産緑地法の規制が解除されることに

なります。  

 

次に、その他の理由による、生産緑地の解除について説明します。 

１つ目は、公共施設等の用地となった場合。  

２つ目は、連鎖廃止で、一団の生産緑地の一部廃止に伴い、残った農地だけでは

３００㎡の面積要件を満たさなくなった場合、になります。 

その他の理由による解除につきましては、今回該当する案件はございません。  

生産緑地地区の都市計画変更は、通常年末に１回、その年の新規追加と廃止案件

をまとめて審議いただきます。  

 

それでは、今回の生産緑地地区の変更内容について説明します。  

今回の見直しは、大きく分けて３つあります。  

１つ目は議題書１－３ページの表２で、生産緑地地区の変更として、一部廃止が 1

地区あります。  

２つ目は表３で、生産緑地地区の新規追加が１地区あります。  

３つ目は４で、生産緑地地区の全部廃止が２地区あります。  

変更箇所の位置図を、議題書１－５ページに添付しています。それぞれの計画図

は、議題書１－６ページの計画図対応表の次に、１－７ページから１－９ページに

添付しています。  

 

それぞれの地区について説明します。  

まず、生産緑地地区に指定するもの、議題書１－７ページの「桜ガ丘 1 地区」に

ついて説明します。  

生産緑地地区の指定の申請がされ、指定要件を満足することから、生産緑地地区

に新規追加します。公簿面積は、１,０１０㎡あります。  

写真は「桜ガ丘 1 地区」になります。畑として肥培管理されています。  
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次に、生産緑地地区の廃止について、説明します。  

今回の生産緑地地区の廃止は、全部廃止と一部廃止が併せて３地区ありますが、

３地区とも同じ土地所有者から、主たる従事者の故障を理由とする買取りの申出が

あり、３ヵ月以内に買取りがなされず、生産緑地法の規制が解除された案件となり

ます。  

まず、生産緑地地区の全部を廃止するものについて説明します。  

議題書１－８ページの「中筋１地区」は、主たる従事者の故障により買取りの申

出がありましたが、買取りが不決定となったことから、全部を廃止するものです。  

減となる面積は約０.０７ha となります。  

 

同じく、主たる従事者の故障により、全部を廃止する生産緑地地区は、議題書１

－９ページの「中筋３３地区」で、減となる面積は約０.０７ ha になります。  

 

次に、生産緑地地区の一部の廃止について説明します。  

議題書１－９ページの「中筋３５地区」は、主たる従事者の故障により買取りの

申出がありましたが、買取りが不決定となったことから、一部を廃止するものです。 

減となる面積は０.０４ha となります。  

 

ここで、この「中筋３５地区」の図を使いまして、生産緑地地区の連鎖廃止につ

いて簡単に説明します。  

今回「中筋３５地区」は、一部を廃止することにより、面積が約０.３８ha から０.

３４ha に減少します。０.３４ha の面積が残るため、残った生産緑地はそのまま単

独で存続することができますが、もし、この残った面積が３００㎡（０.０３ha）未

満になった場合は、その生産緑地は単独で存続することができません。  

そのような場合は、道路や水路に囲まれた街区または隣接する街区にある生産緑

地とともに一団の農地等として認められる場合は生産緑地として存続することが可

能となっていることから、宝塚市では連鎖廃止の案件が出た場合は、当審議会にお

諮りして生産緑地の存続の可否についてご審議いただくこととしています。  

以上が、生産緑地地区の追加・廃止の説明になります。  

 

次に、議題書１－１０ページ、変更前後対照表です。 

今回の案件４地区の変更前後の面積などをまとめた表になります。  

 

次に、議題書１－１１ページ、生産緑地地区総括表になります。  

今回の変更により、昨年度に比べ、生産緑地の面積が約０.０８ha の減少、地区数

は１地区の減少となります。  

 

次に、議題書１－１２ページ、「生産緑地地区年度毎都市計画面積」です。 

上の表は「生産緑地地区」の表になります。本市は平成４年から生産緑地地区の

指定を開始しており、それ以降に都市計画決定した面積を示したものになります。  

下の表は「市街化区域内農地」の表になります。本市の市街化区域内にある農地

の全体面積を示したもので、生産緑地地区も含みます。平成２６年度に市街化区域

内農地が増えているのは、統計精査による変更誤差によるものです。 

先ほどの表をグラフにしたものです。市街化区域内の農地は年間数 ha ずつ減少し

ていますが、生産緑地は解除の条件が厳しいため、減少幅は小さくなっています。
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凡例に「宅地化農地」とありますのは、市街化区域内にある生産緑地ではない農地

を指します。  

 

次に、議題書１－１３ページ、「案の縦覧結果」及び「スケジュール（案）」につ

いて説明します。  

案の法定縦覧を１１月８日から１１月２２日までの２週間行いました結果、「縦覧

者数」は０名、「意見書の提出」はありませんでした。  

お手元の資料は１１月２２日に発送したため、「０名」と「なし」の部分が未記入

となっていますので追記をお願いします。  

 

最後に今後のスケジュールですが、今回当審議会の同意が得られましたら、１２

月中旬を目途に都市計画変更を行う予定です。  

以上で、議題第１号「阪神間都市計画生産緑地地区の変更について」の説明を終

わります。よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。  

 

 

質疑応答  

会  長 

 

 

 

委  員 

 

 

市 

 

 

委  員 

 

 

 

市 

 

 

 

 

委  員 

 

 

市 

 

 

会  長 

 

 

ありがとうございました。  

議題第１号「阪神間都市計画生産緑地地区の変更について」の説明が終わりまし

たので、ご質問等を賜りたいと存じます。  

 

 ５００㎡未満の生産緑地が解除された場合に、跡地利用として開発行為が出てき

た時には開発許可が必要ですか。  

 

 開発許可は５００㎡が一定の基準です。５００㎡を超えないと切土や盛土の面積

等も掛からないので、基本的には開発許可が不要な土地になると思います。  

 

その場合に土地の細分化がされる恐れはありませんか。開発のガイドライン等で  

一区画あたり最低１５０㎡という基準がありますが、それを切るような土地の分割

が行われないか心配です。  

 

開発ガイドラインの中で、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域に

は１５０㎡、それ以外には１００㎡の規定があります。それは開発許可基準とは別

に開発構想届というものを出す必要があるため、そこでフィルターがかかります。  

最低敷地面積の確保については十分な指導が出来る環境になっています。  

 

 ５００㎡未満でも開発構想届が必要なため規制はかかるというように理解してよ

ろしいでしょうか。  

 

 はい。 

 

 

 只今のご質問は、生産緑地地区指定という今回の案件とはどのような関係でのご

質問でしょうか。  
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委  員 

 

 

会  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 一部廃止で０.０４ha の部分があるのですが、その場合、開発許可が不要なら自由

に区画の分割が出来るのではないかという事で質問いたしました  

 

生産緑地地区の一部廃止の後のお話という事ですね。 

 今回の案件は、全部廃止が２件と一部廃止が１件、新規が１件の４件です。 

廃止の主たる理由は故障です。  

全体の面積としては当初から２割ほど減っています。この辺りについては、いず

れ宝塚市の生産緑地の確保について将来どのようにしていくかという課題が出てく

るかと思います。  

 

ご意見なさそうですので、冒頭に申し上げました通り諮問案件で答申の必要があ

るため採決に入りたいと思います。  

 議題第１号について原案の通り変更するとして答申することに意義がある方はお

配りしている×の紙をお示しください。  

 

×マークは無いようですので、異議なしという事で、議題第１号につきましては

「原案の通り変更することに同意する」として答申いたします。ありがとうござい

ました。  

それでは議題第１号の審議はこれで終了いたします。  

 

 

（２）議題第２号  

 

 

市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【議題第２号「特定生産緑地の指定について」】 

 

（説明の開始）  

議題第２号「特定生産緑地の指定について」ご説明します。  

本日は、意見聴取になります。  

 

それでは、議題書２－２ページの特定生産緑地指定の表について説明します。  

「名称」につきましては、本日の議題第１号で説明しました生産緑地と同じ地区

名称としております。  

「位置」は特定生産緑地が所在する位置を示しています。  

「面積」は今回特定生産緑地に指定する面積になります。  

「図面番号」は特定生産緑地の地区を落とし込んだ図の番号を示しています。  

 

議題書２－７は位置図です。今回指定する箇所を１１分割にて示しております。  

 

議題書２－８以降の指定図について説明します。  

図の左下にあります凡例のとおり、うぐいす色に着色された箇所が平成４年指定

の生産緑地を示し、緑の線で囲みハッチの部分が今回指定する特定生産緑地を示し

ております。  

赤色の囲みハッチの新規特定生産緑地及び黄色の廃止の凡例は次回から反映さ

れ、今回は対象がございません。  

それでは、指定いたします特定生産緑地の現況写真をいくつかお示しいたします。

５ページをご覧ください。  
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宝塚市内で一番大きな地区である安倉北２生産緑地地区になります。図面番号４ /

１１の右下です。現在、土地所有者による組合施行にて土地区画整理事業を行って

おります。  

①の方向の写真です。左上の写真が区画整理着手前で、右下の写真が施工中にな

ります。  

②の方向の写真です。左上の写真が区画整理着手前で、右下の写真が施工中にな

ります。  

図面番号１ /１１の右下にある中筋２０・２１の写真です。 

図面番号２ /１１の阪急電鉄平井車庫の南側にあります山本南２３の写真です。 

図面番号３ /１１の左上にあります川面２・４・５・６の写真です。 

図面番号４ /１１の真ん中より少し上にあります中筋２９・３０の写真です。 

図面番号５ /１１の真ん中付近にあります山本丸橋１１の写真です。 

図面番号６ /１１の左真ん中にあります寿楽荘１、右真ん中にあります伊孑志２の

写真です。 

図面番号７ /１１の真ん中下にあります安倉西１・２の写真です。 

図面番号９ /１１の右上にあります小林１６・１７および光明町１の写真です。 

図面番号１０/１１の右上にあります安倉西４・１０の写真です。 

図面番号１１/１１の右上にあります花屋敷松ガ丘２の写真です。 

写真は、以上になります。  

 

議題書２ -６に示すとおり、１回目に指定する特定生産緑地は、面積約４７．３ ha、

２２７地区になります。  

前回の都市計画審議会で説明しました受付面積は約５１ .３ha でしたが、受付から

概ね１年が経過し、申請を取り消す方・相続が発生し検討中の方・申請はしたが指

定することに迷われている方が出てきましたので、今回の指定から外したことによ

り、面積が約４ha 減となっています。 但し、相続が発生し検討中の方・申請はした

が指定することに迷われている方には、第２回受付終了の令和４年３月末までに必

ず意思表示するようお願いしています。  

 

以上で議題第２号「特定生産緑地の指定について」の説明を終了します。  

ご審議のほど、よろしくお願いします。  

 

 

質疑応答  

会  長 

 

 

 

委  員 

 

 

 

 

市 

 

ありがとうございました。  

議題第２号「特定生産緑地の指定について」の説明が終わりましたので、ご質問

等を賜りたいと存じます。本日は皆様からの意見徴収となっております。  

 

前回の事前説明で説明のあった指定要件が確認されているという事で、都市農地

の計画的な保全等から指定はされるべきだと思いますが、１つ確認があります。  

１４ページの下の写真は農地かどうか判別しづらいのですが、この場所は農地と

いう事でよろしいのでしょうか。  

 

パワーポイント１４の安倉西１・２の写真②ですね。  

単なる更地のように見える写真ですが、ここでは稲作をされています。  
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会  長 

 

 

 

 

市 

 

 

 

 

会  長 

 

委  員 

 

 

 

市 

 

 

 

 

 

委  員 

 

 

市 

 

会  長 

 

 

市 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

委  員 

 

 

写真を撮影したタイミングは収穫後ですが、しっかりと肥培管理がされている場

所です。  

 

最後の総括部分で２２７地区や４７.３ha という数字についての確認です。先ほど

の議題第１号にあった生産緑地地区の総括表では、最新のトータルが３１９地区で

６９.６４ha になっていましたので、理解としてはその３１９地区の内２２７地区が

今回特定生産緑地として指定する地区数という事でよろしいですか。  

 

議題第１号でご説明した地区数は平成４年以降の累計であり、平成４年指定分の

みの数字ではありません。  

面積については、平成４年指定分の面積の合計が５１.３ha であり、今回が４７.

３ha ですので約７９％となっています。  

 

議題書の中で注釈をつけていただければ分かり易かったかと思います。  

 

安倉北２地区について、広い範囲で土地区画整理事業を施行されていますが、施

行後も生産緑地の面積は同じで維持されるのでしょうか。それとも減歩があって将

来は減るのでしょうか。  

 

只今ご質問のあった安倉北では、地権者の方による組合施行にて土地区画整理事

業が行われており、道路等の公共施設の整備や事業資金確保のための保留地を設け

ることにより一定の減歩が発生しています。 

現在の事業計画では、概ね４０～５０％の減歩率で、約半分程度が農地ではなく

なるという状況です。  

 

特定生産緑地に移行されるが、土地区画整理事業が終わると実際の農地の面積は

減るという事ですね。  

 

はい。土地区画整理事業によって、農地の面積としては減少します。  

 

土地区画整理事業の減歩によって農地の面積は減るが、それを上回る農業の生産

性を期待するという考え方だという理解でよろしいでしょうか。 

 

その通りです。現状この地域は道路等がほとんど存在しておらず、農業をするに

至っても他人の土地に入って行かなければならないような状況です。  

そういったところが解消されることにより、農業としての生産性の向上も図られ

ると考えております。  

 

営農環境を高めていくことと生産緑地として都市の緑化の為の空間を確保するこ

とのバランスを上手くとっていかなければならない事業だと思うので、今後もしっ

かりとした評価をしていかないといけません。 

 

土地区画整理事業はどちらかというと市街地をつくるための手法です。今おっし

ゃったような趣旨だと、土地改良や圃場整備といった農業系の事業であると思いま

す。 



 8

 

 

 

 

会  長 

 

 

土地区画整理事業施行後の完成図を見ないと分かりませんが、農地が集合農地の

ようなしっかりと営農しやすい形で水利も含めて保全されるかどうかよく分からな

いので心配です。面積はかなり減ってしまうので少し残念です。  

 

他にございますか。  

無いようですので議題第２号の審議はこれで終了いたします。  

 

 

（３）議題第３号  

 

 

市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【議題第３号「阪神間都市計画地区計画の変更（宝塚山手台地区）について」】  

 

（説明の開始）  

議題第３号「阪神間都市計画地区計画の変更（宝塚山手台地区）について」をご

説明いたします。  

本日は、事前説明です。宜しくお願い致します。  

 

まず、今回区域の拡大をいたします「宝塚山手台地区地区計画」の地区の位置と

用途地域についてご説明致します。  

宝塚山手台地区は、資料中央、赤色破線で囲んだ部分です。  

阪急宝塚線の山本駅の北側に位置しており、西側の谷を挟んだ反対側は、中山台

ニュータウンです。  

地区内の用途地域の大部分を占める水色の部分は第１種低層住居専用地域です。

そして、点在している黄緑色が第１種中高層住居専用地域、中央部分にある細長い

ピンク色の部分は近隣商業地域です。  

 

次に、宝塚山手台地区地区計画の導入経緯についてご説明致します。  

宝塚山手台地区は、当初昭和６１年に開発許可を受けました。  

その後も幾度かの変更を経て、平成１０年には市街化区域に編入し、用途地域や

高度地区の決定に併せて開発区域全域を地区計画区域とした地区計画を導入し、開

発計画の進捗に合わせて地区整備計画区域の拡大を行ってきております。  

今回も区域の土地利用計画が具体化したことに伴い、地区整備計画の拡大を行い、

地区計画の変更を行うものです。  

 

次に、地区計画について、簡単ですがご説明させていただきます。  

地区計画とは、用途地域などの既存の都市計画を前提に、ある一定のまとまりを

持った地区を対象に、その地区の実情に合った「よりきめ細かい規制」を行う制度

です。宝塚市では、現在４２地区が決定されています。  

地区計画は主に「区域の整備、開発及び保全に関する方針」と「地区整備計画」

で構成されており、地区の目指すべき将来像を方針として掲げ、方針に従って具体

的な「地区整備計画」を定めています。  

地区計画が決定されれば、建築・開発行為をする前に届出が必要となり、地区整

備計画に基づく内容について適合しているかを市が確認をするものです。  

 

次に、今回区域拡大いたします宝塚山手台地区地区計画の「区域の整備、開発及

び保全に関する方針」についてご説明を致します。  
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地区計画の目標としては「緑に恵まれたゆとりとうるおいのある良好な市街地の

形成を図ること」とし、土地利用の方針として「独立住宅地区」「集合住宅地区」「セ

ンター地区」の 3 地区に細区分をするものとしています。  

こちらの細区分については、７ページの計画図上でそれぞれ色分けをしています。

それぞれの細区分ごとに、現地の状況を少しご紹介させていただきます。  

８ページ、「集合住宅地区」の写真です。上の写真は県営住宅、下の写真は民間の

共同住宅です。  

「センター地区」の写真です。商業施設を誘致する地区で、現在、スーパーやド

ラッグストアが建っています。  

戸建住宅地である「独立住宅地区」の写真です。こちらの地区を今回区域拡大い

たします。  

 

次に、今回区域拡大を行う具体的な位置についてご説明します。  

拡大する位置は、右の図で示す右上、黄色の破線で囲ったあたりのクリーム色の

部分です。  

１２ページ、こちらは９月頃の状況写真です。黄色の破線で囲った部分が今回区

域拡大部分です。宅地の外郭は分かるような状況ですが、現在造成工事中であるこ

とがお分かりいただけるかと思います。なお、今回区域の開発工事の完了は令和４

年３月頃を予定しています。  

こちらは区域内から撮った写真で、北側から南側を見下ろした写真です。  

 

次に地区整備計画における変更箇所についてご説明いたします。議題書は３－２

５ページです。  

今回拡大区域である「独立住宅地区Ⅲ」。地区の細区分の区域の面積約５.３ha を

今回拡大し、約１０.６ha となります。１５ページ、地区の細区分の区域の面積の

拡大に伴い、地区整備計画全体としても区域面積約７６ .８ha を今回拡大し、約８２.

１ha となります。  

 

次に「独立住宅地区Ⅲ」の制限内容の部分です。  

「建築物等の用途の制限」は、閑静な住宅地を形成する建築物となるよう用途制

限しています。  

「建築物の敷地面積の最低限度」は１７０㎡です。  

「建築物の壁面の位置の制限」は道路境界線から１.８ｍです。  

「建築物の高さの最高限度」は最高高さ９ｍ、軒高７ｍです。  

以上については、今回変更はありません。  

 

ここから、制限内容に今回追加した内容がございます。  

「建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限」は、道路際７５㎝の部分に建築

物の建築及び工作物の築造を制限するものでしたが、今回ここに赤字部分「（計画図

に示す e の区域にあっては、オープンスペースを含む。）」との制限を追加しており

ます。  

計画書について一通りご説明をさせていただいた後に、この部分については別途

ご説明いたします。  

その他の意匠の制限については、建物の屋根や外壁の色彩制限や広告物の制限が

あります。  
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最後に「垣又は柵の構造の制限」で、道路側における垣・柵の制限があります。   

道路際７５㎝の部分には垣・柵を設置してはならないことを規定しているもので

すが、こちらも先ほどと同じ、赤字部分「（計画図に示す e の区域にあっては、オー

プンスペースを含む。）」との制限を追加しております。  

「独立住宅地区Ⅲ」における制限の概要としては以上になります。  

 

続いて、今回追加させていただいた、赤字部分、e の区域についてご説明致します。 

まず、e の区域の位置をご説明致します。  

２１ページ、薄いオレンジ色で塗られた区域の中にストライプの凡例が細長く入

っている箇所があります。こちらが今回新たに設定致しました e の区域の部分です。 

独立住宅地区Ⅲの区域内は、基本的には２２ページの下の写真のように垂直擁壁

で造成されていますが、e の区域のみ石積擁壁での造成となっています。  

石積擁壁は、既存のものも含めますと、２３ページ中の茶色の塗りつぶしで示す

位置にあります。  

紙面左上、薄い緑色、既存の区域である「独立住宅地区Ⅱ」と紙面右下、薄いオ

レンジ色の今回拡大区域である「独立住宅地区Ⅲ」にまたがって存在しているとい

う状況です。  

２４ページ、こちらは現地を上空からみた写真です。赤茶色の破線で囲む部分に

石積擁壁があります。  

２５ページ、こちらは今回拡大区域部分から区域がまたがる部分を見た写真です。

写真奥側は既存の区域、手前側は今回拡大区域です。地区計画の地区整備計画上は

写真奥と手前で区域が違いますが、まちなみとしては連続していることがお分かり

いただけるかと思います。  

この石積擁壁の連続性を「まちなみの連続性」としても確保するために、今回 e

の区域を新たに設定しているものです。  

 

続いて制限内容について、ご説明を致します。  

まず、隣接する既存の区域である独立住宅地区Ⅱの制限内容についてご説明致し

ます。  

独立住宅地区Ⅱでは、オープンスペースについて、建築物の建設、工作物の築造

を制限しています。  

既存の区域では、石積擁壁からのはね出し構造物が規制されています。なお、宅

地としては石積下から道路までの部分も含まれており、上の図一点鎖線、左側の線

までが私有地です。  

 

次に、今回区域を拡大する独立住宅地区Ⅲの制限内容についてご説明致します。  

独立住宅地区Ⅲでは、道路から７５㎝の部分、赤色で示す部分に制限がかかって

いる状況ですが、e の区域においては、石積擁壁が道路際から７５㎝以上控えて造成

されていますので石積擁壁からのはね出し構造物が可能になってしまいます。今回

拡大する区域のみ石積擁壁からのはね出しが可能となり、まちなみの連続性が保て

ないことが考えられるため、今回、e の区域において、オープンスペースに対する制

限を追加し、既存区域と今回拡大区域で同じ制限内容となるよう整理をしたもので

す。  

 

次に、独立住宅地区Ⅲの既存街区の状況についてご参考までにご説明いたします。 
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e の区域以外の独立住宅地区Ⅲでは、写真赤色で示すようなかたちで道路境界線か

ら７５㎝に制限がかかっています。先ほどご紹介したように、擁壁は垂直擁壁です。 

また道路から７５㎝控えた部分につくられているため、擁壁の有無に関わらず連

続性のあるまちなみが形成されています。  

今回は道路から７５㎝以上控えた位置に石積擁壁がある e の街区のみ、現行の規

制で対応できない部分があったため、区域の追加を行ったかたちになります。  

 

最後に、これまでの経過及び今後のスケジュールについてご説明いたします。  

議題第３号にかかる原案の縦覧を１１月８日から１１月２２日までの２週間行い

ました。  

資料発送時点ではまだ縦覧期間中で、議題書に結果の記載ができておりませんの

でこの場でご報告をさせていただきます。お手数ですが、議題書３－３７に追記を

お願いします。  

原案の縦覧について、縦覧者は０人で、意見書の提出もありませんでした。  

本日の令和３年１２月１日市都市計画審議会の事前説明を経まして、令和４年１

月中旬に法定縦覧、その後都市計画審議会で諮問させていただき、令和４年３月上

旬に都市計画決定の告示を予定しています。  

 

以上で議題第３号「阪神間都市計画地区計画の変更（宝塚山手台地区）について」

の説明を終わります。  

 

 

質疑応答  

会  長 

 

 

 

委  員 

 

 

 

 

 

会  長 

 

 

市 

 

 

 

 

 

 

 

 

ありがとうございました。  

議題第３号「阪神間都市計画地区計画の変更（宝塚山手台地区）について」の説

明が終わりました、ご質問等ございましたら発言をお願いします。  

 

制限のかかる範囲が７５㎝という事ですが、石積擁壁の根入れ部分を確保すると

いう意味で７５㎝という数字が出てきているのか、それとも石積擁壁の根入れ部分

は全く関係なく、最初から７５㎝なのかどちらでしょうか。  

もし、石積擁壁の根入れ部分を考慮しているとすれば、同じような傾斜の石積擁

壁がある独立住宅地区Ⅱにも同じようなことが起こるのではないかという事です。  

 

独立住宅地区Ⅱとの関連も含めて、７５㎝あるいはこの e の区域の中に、オープ

ンスペースというものが生じてきた経緯をご説明していただければと思います。  

 

山手台地区の住宅開発の中で、戸建て住宅地は閑静なゆとりある居住環境の形成

を方針に掲げています。  

そのため、当初から各宅地に道路際約７５㎝のグリーンベルトという植栽帯を設

けています。  

ですから、石積擁壁の根入れの為に７５㎝を確保したというようなものではなく、

道路の公共空間からのゆとりと良好な居住環境の形成が目的です。  

当初は、擁壁から道路境界までの空間をオープンスペースとして植栽帯という形

で位置付けていたのですが、造成手法や地形の勾配の変化によって、擁壁の有無に

かかわらず独立住宅地区Ⅲは７５㎝を確保するような基準になりました。 
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会  長 

 

 

 

委  員 

 

 

市 

 

 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、独立住宅地区Ⅱと連続した石積擁壁を有するまちなみが造成されるので、

これまで造ってきたまちなみを維持、形成するために今回文言を追加するという事

です。 

 

独立住宅地区Ⅱの既存部分では７５㎝となっていましたが、石積擁壁に係る部分

では、７５㎝を超えたオープンスペースの部分にも構造物等が建てられないように、

景観上の配慮として規制の要件を追記したという考え方だと理解しています。  

 

独立住宅地区Ⅱについてもオープンスペースは７５㎝と考えてよろしいのでしょ

うか。 

 

パワーポイントの２６ページをご覧ください。石積擁壁のオープンスペースの絵

がありますが、法裾から道路の境界まで約７５㎝の宅地が、独立住宅地区Ⅱでも概

ね形成されています。  

さらに法勾配の転んだところが７５㎝よりも大きい幅になっていきます。擁壁の

高さによってオープンスペースの距離が変わり、広いところでは１ｍ近いところも

出てくるかと思います。  

 

望ましい環境が形成される為には７５㎝がベストだという何かの根拠があるわけ

ではないという事ですが、こういった形で独立住宅地区Ⅲの既存宅地の擁壁がない

ところでも、それをルールとして定めることで公共空間と宅地の環境のバランスを

上手くとっていきたいという考え方で造った地区なので、それを一定のルールとし

て課していきたいということだと思います。  

 

その他にご意見ご質問ございませんか。  

無いようですので議題第３号の審議はこれで終了いたします。  

 

 

本日の議題は以上となります。  

 

以上をもちまして、本日の審議会を閉会いたします。  

 長時間ご審議をいただき、ありがとうございました。  

 

－以 上－ 

 

 

 


